
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「建築に着手している」とは、現に水盛り、遣り方、根切り等の住宅の基礎工 
事に着手している状態を指します。整地や地鎮祭の段階にあるものは含みません。 
 

※２ 「同一」とは、次の場合も含まれます。 

 前年度の賦課期日（建替え前）  当該年度の賦課期日（建替え中） 

所有者 
Ａ ⇒ 

１ Ａの配偶者 

２ Ａの直系血族 

３ Ａの直系血族の配偶者 

４ ＡとＢ※の共有 

５ １～３のいずれかとＢ※の共有 

法人Ｃ ⇒ ６ 法人Ⅾ（法人Ｃを合併した法人） 

※ Ｂは、１～３以外の者 

 

当該土地が、住宅を取壊した年の１月１日現在において住宅用地であった。 

 

住宅を取壊した年の翌年の１月１日現在において、次のいずれかに該

当している。 

・ 新住宅の建築に着手している※１。 

・ 建築確認申請書が建築主事または指定確認検査機関に提出されて 

いることを受領印等により確認できる。 

 

取壊した住宅が建っていた土地で建替えを行っている。 

 

住宅を取壊した年の１月１日現在の土地・住宅の所有者

と、新住宅を建築中の１月１日現在の土地・住宅の所有者

がそれぞれ同一※２である。 

 

住宅用地の特例が継続して

適用されます。 

ます。 

住宅用地の特例は適用されません。 

建替え特例認定要件 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


